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◆本冊子では「中小企業・小規模事業者」を、「中小企業等」と表記しております。
◆統計資料の金額、構成比の合計は端数調整により符合しない場合があります。
　なお、ご不明な点などございましたら、企画総務部経営企画課までご照会ください。

反社会的勢力とは

信用保証をご利用する皆さまへ

▶ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
▶ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
▶ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
▶ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、
反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、又はそれに類する行為を現在かつ将来に
わたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の提出をお願いいたします。

ホームページでアニメ動画配信中！ホームページでアニメ動画配信中！
新潟　信用保証 検　索
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『保証にいがた』をご覧いただくにあたってのご注意
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shimpoに聞いてみよう!
■新長岡支店事務所
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感じるにいがた
■株式会社スタジオジャパホ

02



「shimpo」には、信用保証協会の愛称である「シンポ」と、
中小企業の皆さまと共に「進歩」していきたい
という思いが込められています。

このコーナーでは、信用保証
制度や当協会の取組を、職員
がわかりやすく説明します。
今回は、「新長岡支店事務所」
について、長岡支店管理課の
那須野主査に聞きました。那
須野さん、お願いします。

第68回

新長岡支店事務所

５月７日から業務を開始した、新
しい長岡支店事務所について
ご紹介します。

長岡支店 管理課

那須野 主査
な す の

　意外に思われるかもしれませんが
（笑）、週末は音楽フェスやドライブと
アクティブに過ごしリフレッシュをして
います。
　事務所周辺には、美味しい料理を
提供してくれているお店が多く、表町
周辺のランチが楽しみのひとつでも
あり、活力の源になっています。

「仮事務所」とのことですが

長岡支店は、「大手通坂之上町地区市街地再開発事業」により2025年に現北越銀行
本店ビルをリノベーションして設置される「米百俵棟東館」（長岡産業ビジネス交流
館）の６階へ移転します。
本再開発事業に伴い、長岡支店が入居していた長岡商工会議所会館は解体されるこ
とから、「米百俵棟東館」が完成するまでの間、リナシエビルにて業務を行っています。

〒940‐0071 長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル2・3階）

はい。約３００ｍとなっています。
お車でお越しの際は、事務所敷地内に駐車場がございますので、ご利用ください。

旧長岡支店事務所から近いですね

旧長岡支店事務所（５階） 新長岡支店事務所（2・3階）約300ｍ

長岡市立
互尊文庫

山三商事

●長岡郵便局

旧長岡商工会議所 北越銀行本店
大手通り

表
町
通
り

本
町
通
り

●

明治公園●●

●

リナシエビル N

リナシエビルの２階と３階ですね

２階は、保証第一課、保証第二課
３階は、管理課となっております。

保証第一課
保証第二課
管　理　課

部　署 電話番号

0258-35-5714

0258-35-5715

0258-35-6341

0258-35-5776

FAX番号
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感じる 株式会社スタジオジャパホ

所在地：上越市中郷区岡沢1540-4
設立：平成８年
業務内容：スノーリゾートプロモーション、
　　　　　スノーアクティビティ、WEBマーケティング、
　　　　　イベント企画・運営など

東京を拠点に雪を楽しむアウトドアラ
イフの情報発信事業を、上越市の中郷
地区で「雪郷プロジェクト」として展開
しているスタジオジャパホ。雪が大好
きな人たちが仕事と遊びを両立しなが
ら楽しめるライフスタイルを提案して
いる。

会社概要

新潟の商業や産業の活性化を目的とし、
中小企業の皆さまへビジネスヒントや
経営に役立つ情報を提供します。

「感じるにいがた」とは

Vol.79

代表取締役　塚田 卓弥 氏

画で雪郷プロジェクトも進行。学びを体験
できる雪郷ラボ、遊びの場所としての雪郷
ベースを作り、３年度目にあたる今年、滞在
施設として古民家をリノベーションした雪
郷ロッジがデビューする計画だった。「訪れ
る人から交流する人を増やし、移住する若
者を誘致する流れを作りだそうとしていた
矢先に、コロナ禍です」。

新型コロナウイルス流行をきっかけに
地域を発信するパン事業を始動

　インバウンドや首都圏からの誘客もでき
なくなり、万事休すと思われるなか、同社は
意外な方向に事業の舵を切っている。雪
郷プロジェクトを手掛けてきたスタッフが、
いま取り組んでいるのはパン事業だ。「この
時期に人を岡沢地区に呼ぶのは無理。地
域の人も望んでいない。それなら、こちらか
ら発信するしかない。縁あって地元のパン
屋さんを引き継ぐことになったので、米粉
をテーマにしたパンを販売し、地域の魅力
として発信していこうと考えました。雪国の
新潟は良い水があり、ここはコシヒカリの
種米の産地でもある。うちの会社は、常に
ベースに雪があるんですが、その上に乗っ
かる事業は、そのとき世の中に必要とされ
ているものと、自分たちのやりたいことがリ
ンクしているもの。これまでも、常にそう

雪が大好きな人たちと共に
雪国を元気にしたい

　スタジオジャパホは1996年の設立以
来、雪で遊ぶことが大好きな世界中の人た
ちへ向けたアクションを続けている会社。
拠点はネットを使ったスキー・スノーボード
の情報発信事業を手掛けている東京、そ
して上越市中郷区岡沢だ。同社のミッショ
ンは、「雪遊びが好きな人たちが一年中、
雪国に近いところで生活できる地域経済
圏を作る」。それを実現する事業として、塚
田卓弥社長は新潟に移り住み、岡沢地区
で「雪郷プロジェクト」を展開している。
　創業当初から行っているデジタル事業
から、リアルなコミュニティづくりへと意識
が向いたのは東日本大震災がきっかけ
だったと塚田社長は話す。「震災のとき、
人って何のために働いているんだろうと
思ったんです。そして、社員には俺のために
働くのではなく、自分のために働いてくださ
いという話をした。それなら自分はどうなの
かと考えたとき、もともと自分は上越妙高
のスキーリゾート開発に携わっていて、そ
のルーツの場所に戻って地方創生事業の
コミュニケーションデザインをしたいと思っ
たんです」。赤倉温泉街に構えたスキー・ス
ノーボードレンタルや、スノーモービル体験
などがインバウンド客に好調ななか、３年計

2



ジョブの仕事はやりたくない。
学びがある仕事、ライフワークを貫く。

　英語で仕事というとジョブとワークがありますが、ライフ
ワークという言葉はあるけれどライフジョブはない。僕はワー
クという言葉には学びがくっついていると思っていて、人生
の中で学びながら仕事をするからライフワークであり、スタジ
オジャパホはライフワークと共に歩んでいる会社です。だか
ら社員には、やりたいことがあったら独立してやればいい、と
話しています。いま、世の中が全てシフトして、変化していか
なければいけない状況にある。だからこそ、学びがあって、出
会いがあって、生活の一部になっている仕事がしたい。雪を
テーマにしたライフスタイルカンパニーという姿は貫き通し
ていきたいと思っています。

その地域を好きな人たちと共に
地域を良くしていく歩みを続けたい

わが社のこだわり

未来への
視点

ビジネスポリシー ヵ条

雪国の魅力を伝えて、都会に住みながらもつながっていく「雪郷プロジェクト」。都会の
人たちが農業体験を通して、米づくりを学ぶだけでなく、人とのふれあいも感じてもらう。

「雪番長米」は、上越妙高の棚田で生産され、有機肥料のみを使用した安全・安心のお米。

　新型コロナウイルスが終息したら、まずは雪郷プロジェ
クトを進めて地域づくりを完成させたい。首都圏の企業が
テレワークできるような施設も考えていたので、実現できた
らいいですね。いまの日本は、しばらくは国内需要をベース
にしたビジネスモデルをきちんと作らなければいけないと
き。ただ、地域を良くしていくのは、その場所が好きな人た
ちで、僕もそうですが、どこで生まれ育ったかは関係ない。
その地域が好きな人は県外、国外にもいると思うし、世の
中全体としてそういう流れは生まれていくと思います。僕た
ちは雪国を舞台に、そのスタイルを形にしていきたいです。

　 ライフワークカンパニーであり続ける

　 対価をいただく以上、仕事は一生懸命

　 雪国を好きな人と共に地域を作る

1

2

3

時代が変わり、これから新しい
価値観が生まれると感じるな
かで塚田社長と出会い、新し
い地域経済圏を作るという考
えに近しいものを感じて入社
しました。長期的な目標は新し
い時代を迎えられる自分にな
りたいということ。そのために
も会社のミッションを成功さ

せたいと思います。いまはパンを作っていますが、実は最
初に憧れた職業がパン屋さん。ミッションにリンクした
仕事でもあり、やりがいを持って取り組んでいます。

P i c k  U P

スタッフ
石﨑 琢磨さん

やってきたんです」。
　自分たちが暮らしたい雪国で、お金も稼げて、楽
しめるライフスタイルを送りたい。その目的に実はパ
ン屋もフィットしているんじゃないかな、と話す塚田社
長。社員たちも塚田社長と一緒に面白いことをやろ
うと集まっている面々だけに、この状況を受け入れ、
新たな展開への挑戦を楽しんでいるように見える。

　共に地域づくりを進めてきた地元の人々は、パン
を持っていくと大喜びしてくれるそうだ。「地元の皆
さんに本当にお世話になっているんです。良い場
所なので、落ち着いたら遊びにきてください」と塚
田社長。自分が暮らしたい場所で、時代に合わせた
生業を持ち、仲間と共に盛り上げていく。その姿
は、これからの時代、多くの人が憧れるライフスタ
イルなのではないだろうか。
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今月のお知らせ

信用保険対象外業種の変更について
　新型コロナウイルス感染症の影響が、中小企業信用補完制度の対象としてきた業種以外の中小企業
者等にも広く及んでいる状況から、令和２年５月15日以降の保証申込受付分より、対象外業種の取扱
いについて、次のとおり変更になりましたのでお知らせします。
　なお、パチンコホールを営む方に対しては、事前相談における保証審査の一環として、業務の健全
性及び適格性を確認するため、警察庁に対し行政処分歴の照会を行うこととしており、「情報提供に
関する同意書」、「風俗営業の許可（写）」が必要になります。

～風営法規制対象～
風俗営業（風営法第２条第１項）

営　業　の　種　類 変更後 変更前

キャバレー、待合、料理店、カフェー等（１号） ○（※２） △（※１）

低照度のバー・喫茶店（２号） ○（※２） △（※１）

区画席のバー・喫茶店（３号） ○（※２） △（※１）

ぱちんこ屋（パチンコ、パチスロ）（４号） ○（※３） ×
スロットマシン場（５号） ○ ×
ダーツバー（５号）※４ ○ △（※１）

※１　食事の提供を主目的とするものである場合並びに衛生水準を高め、及び近代化を促進するものである場合
に、対象となります。

※２　公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがあるものは対象外です。

※３　パチンコに準ずるもの（景品交換所（景品交換所から景品を買い取り、他の事業者へ販売する事業者を含む。）
又は貸し球若しくはコインとの交換により飲み物等を提供する事業者）についても、変更後は対象となり
ます。

※４　平成30年９月21日付警察庁通達により、デジタルダーツを設置して客に遊技させる営業は、一定の要件
を満たす場合にあっては、当面の間、風営法の規制対象とならず対象となります。

～風営法規制対象以外～

営　業　の　種　類 変更後 変更前

興信所（専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。） ○ ×
易断所、観相業、相場案内業（けい線屋） ○ ×
競輪・競馬等の競走場、競技団 ○ ×
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 ○ ×
その他の遊戯場 ○ ×
芸妓業（置屋及び検番を除く。）、芸妓周旋業 ○ ×
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INFORMATION

　信用保険の対象外業種が見直され、風俗営業の許可対象となる接待飲食等営業（公序良俗に反する
など、社会的に批判を受けるおそれがあるものは除く）が信用保証の対象となったことに伴い、保証
申込時の提出書類が次のとおりとなります。

風俗営業を営む事業者
　⇒「風俗営業の許可（写）」をご提出ください。

　※風俗営業の許可を受けていない事業者であっても、ビアホール・大衆酒場等については、保証申込時に「宣誓書
（非風俗営業）」のご提出をお願いしておりましたが、公序良俗に反するなど、社会的に批判を受けるおそれがあ
るものは除き信用保証の対象となったことから、宣誓書のご提出は不要となります。

接待飲食等営業を営む事業者からの保証申込時における
提出書類について

　当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている中小企業等の皆
様を全力で支援しております。

【経営相談窓口】
　開設時間　　月曜日～金曜日（祝・祭日は除く）
　　　　　　　８時45分から17時20分まで

営　業　店 担　当　地　域 電 話 番 号

本　　店

保証第一課 新潟市（東区、中央区、南区、西区、西蒲区） 025－210－5151

保証第二課
新潟市（北区、江南区、秋葉区）、新発田市、村上市、
五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、
粟島浦村

025－210－5152

長岡支店
保証第一課 長岡市、見附市

0258－35－5714
保証第二課

柏崎市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、
出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村

県央支店 三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村 0256－33－6661

上越支店 上越市、糸魚川市、妙高市 025－523－7225

佐渡支店 佐渡市 0259－57－2011

【休日電話相談】
　設置時間　　９時から17時まで
　電話番号　　℡　025－210－5141

～新潟県内で事業を営む中小企業の皆様へ～ 
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口及び
保証制度等について
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今月のお知らせ

【主な保証制度について】

▪  セーフティネット保証について
　経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠で信用保証の対象とする制度です。
市町村長の認定が必要になります。

⃝（セーフティネット保証４号）～全都道府県が対象地域に指定～
　次の２つを満たし、経営の安定に支障が生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者

　（イ）指定地域において１年間以上継続して事業を行っている方。
　（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近１か月の売上高等が前

年同月に比して20％以上減少しており、かつ、その後２か月を含む３か月間の売上高等が前
年同期に比して20％以上減少することが見込まれる方。

⃝（セーフティネット保証５号）～全業種（一部例外業種を除く）が対象業種に指定～
　次のいずれかに該当し、経営の安定に支障が生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者

　①指定業種に属する事業を行っており、最近３か月間の売上高等が前年同期比で５％以上減少している方。
※コロナ対応の時限的な運用緩和措置有り

　②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％を占める原油等の仕入価格が20％
以上上昇しているのにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方。

▪  危機関連保証について
　保証対象業種を営む中小企業者を対象に、融資額の100％を保証する制度です。

　次の２つを満たし、経営の安定に支障が生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者

　（イ）金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達を必要としている方。
　（ロ）経済産業大臣が認めた信用収縮に起因して、原則として、最近１か月間の売上高等が前年同

月比で15％以上減少しており、かつ、その後２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期
比で15％以上減少することが見込まれる方。

【主な県制度について】

▪  新潟県セーフティネット資金経営支援枠（コロナ対応実質無利子融資）
　新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証４号・５号、
危機関連保証の認定を受けた方を対象とした制度です。

POINT

　 実質３年間無利子、無担保、据置期間が最大５年
　 信用保証料は全額補助又は半額補助

一般保証
２億8,000万円

（内、無担保8,000万円）

通常（一般）の保証枠 突発的な自然災害や不況対象業種に
対し発動される別枠の保証枠

セーフティネット保証
２億8,000万円

（内、無担保8,000万円）

大規模な経済危機や災害等による信用
収縮時に発動される更に別枠の保証枠

危機関連保証
２億8,000万円

（内、無担保8,000万円）

３段構えの信用保証枠で中小企業の皆さまをサポート

令和２年６月13日より、上限額
が3,000万円から4,000万円に
引き上げられました
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INFORMATION

ご利用の流れ

１ 　融資相談、保証付融資の申込
　　　中小企業の皆様は、お取引のある又は最寄りの金融機関で融資の相談をし、金融機関を通じて

保証付き融資をお申込みください。

２ 　認定書申請
　　　法人：登記上所在地のある市町村（商工担当等）に認定申請を行う。
　　　個人：事業所所在地のある市町村（商工担当等）に認定申請を行う。

３ 　保証審査
　　　新潟県信用保証協会は、依頼内容に基づき審査（事前相談・保証審査）を行います。
　　　審査の結果、保証決定となった場合は、信用保証書を発行します。

４ 　保証付融資の実行
　　　金融機関は、信用保証書の内容に基づいて融資実行します。
　　　金融機関を通じて、当協会に信用保証料のお支払いをお願いします。
　　　※ご利用された制度によっては、信用保証料の補助が受けられる場合があります。

【よくあるご質問】

Ｑ 新潟県信用保証協会は、どういった組織ですか

Ａ 「信用保証協会法」という法律に基づく公的な認可法人です。

Ｑ どの保証制度を利用したら良いですか

Ａ 売上高の減少率等によって、ご利用できる制度が異なります。お客様に最適な保証制度をご案内しま
すので、各営業店窓口までご相談ください。

Ｑ 補助金や給付金を取り扱っていますか

Ａ 信用保証協会では、補助金や給付金を取り扱っておりません。
なお、経済産業省のホームページで、新型コロナウイルス感染症を受ける事業者の皆さまに向けた情
報を随時発信しておりますので、ご覧ください。

　現在、当協会では、新型コロナウイルス感染症に関連する事前相談及び保証申込を多数
いただいております。
　つきましては、融資実行時において、お客さまへご迷惑をかけることがないよう、当面
の間、保証申込書類は、融資実行日の５営業日前を目途にご提出いただくよう、ご協力を
お願いします。

保証申込書類の提出について（お願い）金融機関の皆さまへ
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今月のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号の指定期間が、令和２年９月１日まで
延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号
の指定期間の延長について

　当協会では、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、中小企業者の資金繰りに重大な支障が
生じることのないよう、実情に応じ迅速かつ柔軟な保証対応に全力をあげて取組んでおります。
　令和２年５月14日から次の書類について、現行の取り扱いを見直しましたのでお知らせします。
　なお、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症に関する限定的なものでなく、他の保証について
も同様となります。

【見直しを行った徴求書類】

書　類 見直し後 現　行

印鑑証明書（注） 初回－原則必要（写）
２回目以降－変更時、必要

原則、保証申込の都度、徴求

商業登記簿謄本（注） 初回－原則必要（写）
２回目以降－変更時、必要

原則、保証申込の都度、徴求

定款 原則不要
※必要に応じて徴求をお願いします。

初回－原則必要
２回目以降－変更時、必要

（注）２回目以降における前回提出時からの変更の有無については、金融機関にてご確認ください。前回提出した
書類の控えがお手元にないなど書類の確認に時間を要する場合は、新たに取得した書類を提出ください。

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた徴求書類
の簡素化について

「法人決算書」送付時のお願い
　当協会では、保証審査事務の効率化を図るため、「財務諸表入力システム（以下、「ＯＣＲシステム」）」を導入しています。
　法人決算書を提出していただく際に、次のようなものがありますと「ＯＣＲシステム」での財務データ入力に支障が
生じるおそれがありますのでご注意ください。　※「ＯＣＲシステム」は法人決算書のみ対応となります。
【「ＯＣＲシステム」での財務データ入力に支障が生じるケース】
　・書き込み、汚れなどがあるもの。
　・用紙からはみ出したり、傾いたりして印刷されているもの。
　・用紙の両面に印刷されているもの。
　　�（用紙の片面しかスキャンできないため、�
片面印刷でご提出ください）

　・ＦＡＸなどにより印刷が不鮮明なもの。

クリップ
留め等

ホチキス
留め

メモ書き等が
ないよう、ご協力を

お願いします。

株式会社　〇〇〇〇 単位：円

科 目 金 額 科 目 金 額

【 流 動 資 産 】 【 流 動 負 債 】

現 金 及 び 預 金 未 払 金

売 掛 金 未 払 法 人 税 等

【 固 定 資 産 】 【 固 定 負 債 】

【 有 形 固 定 資 産 】 長 期 借 入 金

工 具 器 具 備 品 負 債 の 部 合 計

【 投 資 そ の 他 の 資 産 】

敷 金 科 目 金 額

【 株 主 資 本 】

資 本 金

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 合 計

貸　借　対　照　表

資 産 の 部 負 債 の 部

純 資 産 の 部

(平成31年3月31日 現在)

ご提出いただく際は、クリップ留め等にてお願いします。
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INFORMATION

信用保証依頼書の記載について(お願い)
　新型コロナウイルス感染症に関連する事前相談及び保証申込を多数いただいており、円滑な事務手
続きを行うため、信用保証依頼書について今一度、ご確認のうえ協会に送付くださるようお願いします。

業況報告書の提出期限の延長について
　経営安定関連保証５号（平成23年６月１日から平成30年３月31日までの保証申込分に限る）の保
証利用先につきまして、全国統一の運用として、金融機関によるモニタリングの実施及び報告をお願
いしております。
　新型コロナウイルス感染症による中小企業者の資金繰り対応に支障のないよう、業況報告書の提出
期限を令和２年12月31日まで延長しますのでお知らせします。

　モニタリング実施期間　　令和元年10月１日から令和２年３月31日
　業況報告書の提出期限　　令和２年12月31日

対　　 象 ２ 有〔①部分保証②負担金〕

容

内

・

件

条

付

貸

貸 付 金 額 １ 個別
２ 極度

貸 付 予 定 日 　　　　年　　　月　　　日

期 間 ま た は期日 か月、または　　　年　　　月　　　日

資 金 使 途 １ 運転　　２ 設備　　３ 運転・設備 貸 付 利 率 １ 固定　　２ 変動 年　　　．　　％以内

貸 付 形 式 １ 証書   ２ 手形   ３ 手形割引   ４ 公正証書   ５ 当貸（貸付専用型）   ６ 当貸（カードローン型）   ７ 電子記録債権割引

返済
方法

区分 １ 一括　　２ 元金均等　　３ 元利均等（ローン）　　４ 不均等　　５ 当貸随時　　６ 当貸約定　　７ 商手落込

返
　
済

　
条

　
件

　　　か月目から　　　　か月目まで　　　か月毎　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　か月目まで　　　か月毎　　　　　　　　　　円　　　初回・最終回　　　　　　　　　　円

　　　年　　月　　日から　　か月毎　　日に　　　　　　 円あて　　　回返済　　初回・最終回　　　　　　　　　円

（不均等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

この貸付で
完 済 す る
保証がある
場 合

保証番号

割 引 残 高 有 無 １ 無　　２ 有　　※割引根保証を更新する場合は、ご記入ください。

保証料返戻預金口座 種 類 １ 当座　　２ 普通 口 座 番 号

連帯保証人 保証人等明細に記入のとおりとします。

担 保 有 無 １ 無　２ 有 担保種類 １ 不動産　　２ 有価証券　　３ 商手　　４ 売債　　５ その他（　　　　）

設 定 区 分 １ 協会　２ 金融機関 担保流用区分 １ 新規 　２ 既存（同条件）　３ 既存（変更）

考
備 ※新規設定の場合は、必ず「不動産登記簿謄本」等の資料を添付してください。既存（変更）の場合は、以下に内容等をご記入願います。

　また、担保番号や保証番号が分かる場合にはご記入願います。

円

保証料返戻預金口座欄は、借換の場合（この貸付で完済する
保証がある場合）、必ずご記載ください。

返済条件欄は、太枠内のご記載をお願いいたします。

期間または期日欄は、「期日」のご記載をお願いいたします。

信用保証依頼書
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（単位：千円、％）

区　　　　分
５　月 当　年　度

件　数 金　額 件　数 金　額前年同月比 前年同期比
保 証 申 込 5,183 82,632,861 893.6 6,920 101,187,509 587.7
保 証 承 諾 4,971 79,391,138 849.6 6,698 97,955,414 575.6
保証債務残高 － － － 47,324 379,590,412 109.9
代 位 弁 済 25 142,105 29.0 68 518,312 69.3
回 収 － 71,348 61.1 － 143,177 67.1

業 務 実 績

  保証承諾　 

  保証債務残高　 

保 証 実 績 月 別 比 較 グ ラフ

  代位弁済　

2019年度 2020年度
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（１）業種別保証状況・代位弁済状況
（単位：千円、％）

区　　　　分

保　証　承　諾 代　位　弁　済
５　月 当　年　度 ５　月 当　年　度

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額
構成比 前年

同月比 構成比 前年
同期比 構成比 前年

同月比 構成比 前年
同期比

製

造

業

食 料 品 133 2,671,585 3.4 657.3 174 3,122,725 3.2 441.9 0 0 0.0 皆減 0 0 0.0 皆減

繊 維 品 60 924,225 1.2 345.6 80 1,082,725 1.1 386.9 0 0 0.0 皆減 0 0 0.0 皆減

木材・木製品 18 290,500 0.4 943.2 25 391,000 0.4 682.4 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

家 具 建 具 30 417,500 0.5 304.5 40 470,000 0.5 268.1 0 0 0.0 － 0 0 0.0 皆減

紙 16 384,000 0.5 皆増 25 502,500 0.5 7,730.8 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

印 刷 製 本 46 1,074,000 1.4 494.7 60 1,224,196 1.2 551.2 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

化 学 3 58,000 0.1 皆増 4 98,000 0.1 皆増 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

石油・石炭製品 1 30,000 0.0 皆増 1 30,000 0.0 皆増 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

ゴム・プラスチック 32 715,900 0.9 354.4 44 865,750 0.9 370.0 0 0 0.0 皆減 0 0 0.0 皆減

皮 革 1 2,000 0.0 皆増 3 10,000 0.0 100.0 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

窯 業 22 309,400 0.4 557.5 29 412,400 0.4 286.4 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

機 械 154 3,471,050 4.4 885.7 201 4,338,328 4.4 541.9 1 5,652 4.0 137.1 2 14,698 2.8 356.4

電 気 機 器 43 1,013,500 1.3 1,427.5 58 1,396,500 1.4 1,269.5 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

輸送用機械器具 29 579,900 0.7 623.5 34 663,900 0.7 362.8 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

金 属 249 4,697,740 5.9 838.1 315 5,342,674 5.5 629.4 4 29,479 20.7 26.5 5 31,815 6.1 27.2

そ の 他 155 2,058,680 2.6 954.9 211 2,479,686 2.5 610.1 0 0 0.0 皆減 0 0 0.0 皆減

計 992 18,697,980 23.6 706.0 1,304 22,430,384 22.9 536.0 5 35,131 24.7 15.9 7 46,513 9.0 13.6

農 林 漁 業 5 72,000 0.1 176.5 8 90,980 0.1 164.2 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

鉱 業 6 160,000 0.2 1,333.3 9 232,500 0.2 1,937.5 0 0 0.0 － 0 0 0.0 －

建 設 業 1,024 16,486,281 20.8 725.6 1,447 20,282,035 20.7 454.2 6 6,494 4.6 6.9 8 13,098 2.5 10.3

卸 売 業 543 11,140,810 14.0 1,004.8 696 13,928,067 14.2 644.4 2 41,491 29.2 70.1 14 141,886 27.4 173.0

小 売 業 630 9,032,197 11.4 704.1 847 11,069,054 11.3 461.6 6 20,692 14.6 23.0 25 230,091 44.4 183.6

飲 食 業 761 8,397,639 10.6 2,434.8 998 9,759,833 10.0 1,421.4 1 820 0.6 6.5 2 1,819 0.4 9.4

運 送 倉 庫 業 129 2,714,400 3.4 551.3 186 3,675,600 3.8 500.6 2 35,823 25.2 皆増 2 35,823 6.9 皆増

サ ー ビ ス 業 818 11,722,071 14.8 1,122.6 1,112 15,166,341 15.5 743.9 3 1,656 1.2 11.8 9 20,236 3.9 43.0

不 動 産 業 56 928,760 1.2 972.7 77 1,131,520 1.2 456.5 0 0 0.0 － 1 28,847 5.6 皆増

そ の 他 産 業 7 39,000 0.0 1,230.3 14 189,100 0.2 553.4 0 0 0.0 － 0 0 0.0 皆減

合 　 　 計 4,971 79,391,138 100.0 849.6 6,698 97,955,414 100.0 575.6 25 142,105 100.0 29.0 68 518,312 100.0 69.3

統 計 資 料
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（２）金融機関別保証状況、代位弁済状況

保　証　承　諾
金 融 機 関５　月 当　年　度

件 数 金 額 前年同月比 件 数 金 額 前年同期比
3,203 57,610,873 958.4 4,123 70,167,491 646.2 （地 銀 計）
1,388 24,409,332 1,036.0 1,860 30,998,734 644.2 第 四 銀 行

834 15,741,094 725.3 1,097 19,513,694 589.3 北 越 銀 行
838 14,232,132 1,152.3 990 15,849,978 734.4 大 光 銀 行
47 974,815 648.0 57 1,043,175 439.6 八 十 二 銀 行
11 315,000 787.5 18 473,620 315.7 北 陸 銀 行
2 60,000 皆増 2 60,000 皆増 東 邦 銀 行
0 0 皆減 1 3,000 34.1 秋 田 銀 行

45 918,500 2,613.1 56 1,213,290 752.2 き ら や か 銀 行
38 960,000 6,400.0 42 1,012,000 5,060.0 富 山 第 一 銀 行
9 263,000 170.8 13 403,000 128.8 （都 銀 計）
5 170,000 皆増 6 200,000 153.8 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行
2 60,000 300.0 5 170,000 346.9 三 井 住 友 銀 行
2 33,000 30.0 2 33,000 30.0 り そ な 銀 行
0 0 － 0 0 － 埼 玉 り そ な 銀 行
0 0 皆減 0 0 皆減 み ず ほ 銀 行

795 9,580,919 637.9 1,221 12,815,727 424.0 （信 金 計）
221 2,362,488 734.8 324 3,055,038 453.9 新 潟 信 用 金 庫
63 974,970 489.9 102 1,286,870 361.9 長 岡 信 用 金 庫

160 2,312,400 690.2 237 3,097,940 395.7 三 条 信 用 金 庫
92 1,243,340 615.5 158 1,775,590 389.3 新 発 田 信 用 金 庫
76 707,118 1,033.8 108 948,438 653.2 柏 崎 信 用 金 庫
57 555,000 1,441.6 88 743,580 540.4 村 上 信 用 金 庫
60 495,600 213.3 97 707,850 229.8 上 越 信 用 金 庫
45 672,503 1,466.7 75 854,821 892.8 加 茂 信 用 金 庫
21 257,500 434.2 32 345,600 506.0 新 井 信 用 金 庫

957 11,800,446 714.0 1,324 14,343,866 519.8 （信 組 計）
480 6,274,750 832.0 639 7,562,877 548.3 新 潟 県 信 用 組 合
68 664,030 2,887.1 88 738,900 1,394.2 三 條 信 用 組 合
16 129,240 120.8 27 168,410 106.9 糸 魚 川 信 用 組 合

202 2,683,435 710.3 296 3,245,218 567.9 協 栄 信 用 組 合
110 1,228,990 446.1 163 1,574,640 366.2 はばたき信用組合
17 132,000 314.3 21 175,160 385.0 巻 信 用 組 合
15 150,041 1,345.7 23 184,811 533.4 塩 沢 信 用 組 合
28 377,500 1,137.0 35 476,500 814.5 興 栄 信 用 組 合
21 160,460 554.3 32 217,350 725.7 新潟大栄信用組合
0 0 － 0 0 － 横浜幸銀信用組合
1 100,000 416.7 5 162,000 405.0 （政 府 系 計）
1 100,000 416.7 5 162,000 405.0 商工組合中央金庫
0 0 － 0 0 － 日本政策金融公庫
6 35,900 2,991.7 12 63,330 265.0 （農 協 計）
0 0 － 0 0 皆減 越 後 中 央 農 協
1 2,300 皆増 1 2,300 皆増 佐 渡 農 協
1 1,000 皆増 1 1,000 皆増 にいがた南蒲農協
0 0 － 0 0 － 越後ながおか農協
2 25,600 皆増 4 35,000 皆増 み な み 魚 沼 農 協
2 7,000 583.3 4 14,430 1,202.5 十 日 町 農 協
0 0 － 0 0 － え ち ご 上 越 農 協
0 0 － 0 0 － 新潟県信用農協連合会
0 0 － 1 600 皆増 羽 茂 農 協
0 0 － 0 0 － 新 潟 市 農 協
0 0 － 0 0 － 北 蒲 み な み 農 協
0 0 － 1 10,000 皆増 北 魚 沼 農 協

4,971 79,391,138 849.6 6,698 97,955,414 575.6 合 計
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（単位：千円、％）

保　証　債　務　残　高（Ａ） 代　位　弁　済（Ｂ） Ｂ
－
Ａ

当　年　度
件 数 金 額 構 成 比 前 年 同 月 比 件 数 金 額 前年同期比

28,022 251,970,417 66.4 110.0 42 363,278 54.1 0.14

12,043 108,703,806 28.6 110.2 10 75,563 19.1 0.07

7,818 77,734,825 20.5 108.3 11 125,003 55.9 0.16

6,852 52,324,740 13.8 112.9 21 162,712 351.2 0.31

712 6,886,400 1.8 97.1 0 0 皆減 0.00

57 850,496 0.2 133.8 0 0 皆減 0.00

8 61,892 0.0 272.1 0 0 － 0.00

14 92,238 0.0 102.6 0 0 － 0.00

337 3,539,767 0.9 118.6 0 0 皆減 0.00

181 1,776,253 0.5 118.8 0 0 － 0.00

278 5,920,819 1.6 87.6 0 0 － 0.00

55 1,041,395 0.3 83.6 0 0 － 0.00

147 3,974,630 1.0 92.7 0 0 － 0.00

36 482,765 0.1 102.6 0 0 － 0.00

0 0 0.0 0.0 0 0 － 0.00

40 422,028 0.1 55.7 0 0 － 0.00

10,052 61,922,825 16.3 109.3 11 60,858 189.2 0.10

2,935 14,462,071 3.8 113.5 0 0 皆減 0.00

1,177 8,632,844 2.3 104.8 0 0 － 0.00

1,793 13,678,782 3.6 99.7 2 29,181 900.2 0.21

1,135 7,985,208 2.1 132.0 3 7,987 263.6 0.10

589 3,100,434 0.8 114.4 1 10,619 皆増 0.34

607 3,278,728 0.9 111.3 3 11,480 218.2 0.35

858 5,462,604 1.4 107.3 2 1,591 皆増 0.03

526 2,699,358 0.7 100.8 0 0 － 0.00

432 2,622,796 0.7 106.4 0 0 － 0.00

8,680 56,449,477 14.9 113.6 13 72,047 164.0 0.13

4,140 30,669,445 8.1 113.4 7 53,567 419.7 0.17

316 1,752,572 0.5 123.8 1 5,652 39.0 0.32

351 1,861,353 0.5 102.5 0 0 － 0.00

1,640 10,884,911 2.9 119.2 3 10,687 225.9 0.10

1,316 7,230,073 1.9 112.3 2 2,141 皆増 0.03

148 657,124 0.2 102.1 0 0 － 0.00

235 865,686 0.2 94.6 0 0 皆減 0.00

189 1,127,498 0.3 149.4 0 0 － 0.00

343 1,369,471 0.4 91.2 0 0 － 0.00

2 31,345 0.0 70.9 0 0 － 0.00

165 2,905,008 0.8 99.2 2 22,129 皆増 0.76

164 2,894,193 0.8 99.3 2 22,129 皆増 0.76
1 10,815 0.0 83.6 0 0 － 0.00

127 421,865 0.1 97.4 0 0 － 0.00

6 33,840 0.0 103.9 0 0 － 0.00

7 10,768 0.0 31.3 0 0 － 0.00

1 1,571 0.0 78.6 0 0 － 0.00

1 5,576 0.0 69.2 0 0 － 0.00

14 48,254 0.0 104.0 0 0 － 0.00

87 264,846 0.1 98.3 0 0 － 0.00

1 2,325 0.0 33.8 0 0 － 0.00

0 0 0.0 0.0 0 0 － 0.00

3 3,685 0.0 108.6 0 0 － 0.00

1 891 0.0 52.4 0 0 － 0.00

3 25,960 0.0 234.1 0 0 － 0.00
3 24,148 0.0 150.4 0 0 － 0.00

47,324 379,590,412 100.0 109.9 68 518,312 69.3 0.14
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（３）市町村別保証状況
（単位：千円、％）

市 町 村

保　証　承　諾
保　証　債　務　残　高

５　月 当　年　度

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額前年同月比 前年同期比 構成比 前年同月比

市 部 計 4,792 76,712,280 840.8 6,441 94,510,999 577.5 45,628 366,569,423 96.6 109.9

新 潟 市 1,830 29,996,997 965.6 2,425 36,950,411 645.7 16,158 128,718,586 33.9 114.0

長 岡 市 471 8,849,847 598.5 608 10,477,776 445.8 5,232 45,988,003 12.1 103.3

上 越 市 283 4,495,165 775.0 382 5,189,010 542.6 3,262 27,024,042 7.1 103.2

三 条 市 343 6,046,282 871.1 462 7,617,598 565.5 2,728 23,783,459 6.3 107.8

柏 崎 市 162 1,938,318 628.3 226 2,582,638 539.0 1,545 10,994,222 2.9 105.7

新発田市 218 3,193,692 622.5 327 4,408,142 414.2 2,144 16,808,140 4.4 123.4

小千谷市 88 1,494,300 2,338.9 108 1,718,500 1,301.0 714 6,795,671 1.8 107.8

加 茂 市 40 552,600 1,004.7 69 816,932 1,023.0 537 3,461,090 0.9 94.5

十日町市 110 1,383,000 731.4 157 1,782,900 423.0 1,376 9,932,719 2.6 97.6

見 附 市 77 1,023,400 2,184.4 99 1,216,396 558.9 649 5,601,577 1.5 113.1

村 上 市 150 2,298,800 1,215.7 206 2,776,950 729.4 1,398 9,979,892 2.6 112.8

燕 市 368 5,655,435 1,488.4 479 6,812,246 914.0 2,512 20,429,580 5.4 117.9

糸魚川市 63 727,546 357.0 84 895,216 273.1 793 5,658,259 1.5 101.9

妙 高 市 40 657,000 257.5 57 813,160 246.8 668 5,387,248 1.4 111.7

五 泉 市 101 1,510,443 802.1 145 1,825,761 604.6 1,172 9,494,538 2.5 111.7

佐 渡 市 121 1,486,760 722.3 159 1,838,832 573.7 1,353 8,814,655 2.3 107.9

阿賀野市 111 1,977,300 2,340.0 157 2,707,650 762.7 898 8,321,877 2.2 117.2

魚 沼 市 52 689,195 869.3 77 905,345 515.7 916 6,805,816 1.8 100.1

南魚沼市 98 1,911,200 420.9 126 2,140,376 367.0 1,098 9,408,075 2.5 104.9

胎 内 市 66 825,000 1,722.3 88 1,035,160 1,363.8 475 3,161,976 0.8 114.3

町村部計 179 2,678,858 1,212.2 257 3,444,415 528.6 1,696 13,020,989 3.4 109.8

聖 籠 町 25 500,000 690.6 36 584,790 351.0 292 2,504,892 0.7 108.8

弥 彦 村 34 482,000 4,016.7 51 639,400 1,522.4 251 1,801,342 0.5 140.8

田 上 町 20 380,460 1,258.1 33 488,960 641.3 243 1,777,253 0.5 103.4

阿 賀 町 14 238,000 612.3 27 409,400 420.9 216 1,747,484 0.5 109.4

関 川 村 9 94,500 皆増 12 139,500 498.2 72 409,520 0.1 92.8

粟島浦村 0 0 － 0 0 － 2 7,543 0.0 85.7

出雲崎町 8 98,500 皆増 13 122,000 152.5 75 524,683 0.1 116.8

湯 沢 町 45 618,100 1,732.3 52 638,897 582.5 304 2,231,867 0.6 108.5

津 南 町 19 232,298 1,671.2 23 333,468 983.7 147 1,431,875 0.4 97.6

刈 羽 村 5 35,000 195.5 10 88,000 491.6 94 584,529 0.2 109.1

合 計 4,971 79,391,138 849.6 6,698 97,955,414 575.6 47,324 379,590,412 100.0 109.9

（４）資金使途別保証承諾状況
（単位：千円、％）

区 分
５　月 当　年　度

件　数 金　額 件　数 金　額構成比 前年同月比 構成比 前年同期比
運 転 4,632 75,838,278 95.5 1,205.2 6,012 91,235,378 93.1 810.6

設 備 54 290,590 0.4 38.0 155 756,746 0.8 60.7

運 転 ・ 設 備 285 3,262,270 4.1 142.6 531 5,963,290 6.1 132.0

合 計 4,971 79,391,138 100.0 849.6 6,698 97,955,414 100.0 575.6
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（５）部署別保証状況
（単位：千円、％）

部　署

保　証　承　諾
保　証　債　務　残　高

５　月 当　年　度

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額前年同月比 前年同期比 構成比 前年同月比

本店営業部 2,524 40,634,732 958.2 3,424 50,838,764 620.6 22,827 181,154,447 47.7 114.6

長岡支店 1,135 18,273,158 679.8 1,499 22,006,296 478.3 12,150 100,299,037 26.4 103.8

県央支店 805 13,116,777 1,119.8 1,093 16,374,136 714.9 6,271 51,252,724 13.5 111.3

上越支店 386 5,879,711 566.0 523 6,897,386 427.4 4,723 38,069,548 10.0 104.1

佐渡支店 121 1,486,760 722.3 159 1,838,832 573.7 1,353 8,814,655 2.3 107.9

合 計 4,971 79,391,138 849.6 6,698 97,955,414 575.6 47,324 379,590,412 100.0 109.9

（注）保証承諾については、保証書発行部署基準となります。

（６）部署別代位弁済状況・回収状況
（単位：千円、％）

部　署

代　位　弁　済 回　　　　　収
５　月 当　年　度 ５　月 当　年　度

件　数 金　額 件　数 金　額 金　額 金　額前年同月比 前年同期比 前年同月比 前年同期比

本店営業部 12 47,916 23.8 23 77,488 29.7 33,593 60.9 75,572 101.9

長岡支店 6 37,832 22.8 23 255,747 71.7 24,267 60.6 41,732 42.7

県央支店 6 55,254 98.9 16 165,035 268.4 9,733 128.0 18,966 141.7

上越支店 1 1,103 7.1 6 20,042 126.1 3,162 23.8 5,531 20.5

佐渡支店 － － － － － － 592 87.7 1,376 118.3

合 計 25 142,105 29.0 68 518,312 69.3 71,348 61.1 143,177 67.1

（７）定期・不定期別回収実績
（単位：千円、％）

区 　 　 　 　 　 分
５　月 当　年　度

金　額 金　額構成比 前年同月比 構成比 前年同期比

定 期 回 収 28,151 39.5 80.8 50,525 35.3 85.2

不 定 期 回 収 43,198 60.5 52.7 92,651 64.7 60.2

うち不動産処分による回収 18,567 26.0 69.6 29,028 20.3 46.4

合 計 71,348 100.0 61.1 143,177 100.0 67.1
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� （令和２年５月25日付）
新 旧

企 画 総 務 部

経 営 企 画 課

企 画 総 務 部

経 営 企 画 課
総 務 課 総 務 課
経 理 課 経 理 課
情 報 シ ス テ ム 課 情 報 シ ス テ ム 課
（ 廃 　 　 止 ） 本 店 移 転 準 備 室

組織改正について

▪人事異動（部長級、課長級）� （令和２年５月25日付）
新　役　職　名 旧　役　職　名 氏　　名

本店営業部部長 本店営業部長
保証第一課長事務取扱 栗　山　　　充

本店営業部保証第一課長 企画総務部本店移転準備室長 中　島　謙　一

職員の異動について

長岡支店事務所がオープンしました
　令和２年５月７日（木）、長岡支店事務所のオー
プンにあたり、坂井会長から職員へ訓示が伝えら
れました。

　当協会では、お客様をはじめ金融機関等の皆様
及び職員の安全確保、感染拡大を防止するため次
の取組を実施しております。

・全職員の体調管理等の徹底
・マスク着用、手洗い、咳エチケットの徹底
・各フロアへのアルコール消毒液の設置
・手指が触れる箇所の定期的な消毒
・アクリル板の設置（受付窓口等）　など

当協会における新型コロナウイルス感染症対策について

【お願い】
来協される際は、マスクの着用、
手洗い及びアルコール消毒液の利
用など、感染防止へのご協力をお
願いいたします。

協会だより
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◆本冊子では「中小企業・小規模事業者」を、「中小企業等」と表記しております。
◆統計資料の金額、構成比の合計は端数調整により符合しない場合があります。
　なお、ご不明な点などございましたら、企画総務部経営企画課までご照会ください。

反社会的勢力とは

信用保証をご利用する皆さまへ

▶ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
▶ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
▶ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
▶ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、
反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、又はそれに類する行為を現在かつ将来に
わたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の提出をお願いいたします。

ホームページでアニメ動画配信中！ホームページでアニメ動画配信中！
新潟　信用保証 検　索

オイラ
たちが

ホー
ムペ
ージで

経営
支援
につ
いて

わかり
やすく

説明

して
いるよ

！

http://www.niigata-cgc.or.jp

『保証にいがた』をご覧いただくにあたってのご注意
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佐渡市役所
佐和田行政サービスセンター2F

〒951-8640 新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）本　　店
● TEL.025-210-5135　FAX.025-210-5160検 査 指 導 室

担当区域
●保証第一課
新潟市（東区、中央区、南区、西区、西蒲区）

●保証第二課
新潟市（北区、江南区、秋葉区）、新発田市、村上市、五泉市、
阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村

〒943-0804 上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL.025-523-7225　FAX.025-522-2454

上越支店

担当区域
上越市、糸魚川市、妙高市

〒952-1314 佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2F）
TEL.0259-57-2011　FAX.0259-57-3421

佐渡支店

担当区域
佐渡市

窓口のご案内

●

●

●

●

TEL.025-210-5132　FAX.025-210-5160
E-mail:kikaku@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5131　FAX.025-210-5160
E-mail:somu@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5133　FAX.025-210-5160
E-mail:keiri@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5134　FAX.025-210-5161
E-mail:joho@niigata-cgc.or.jp

経 営 企 画 課

総 務 課

経 理 課

情報システム課

企画総務部

〒940-0071 長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル２・３階）

長岡支店

●

●

●

TEL.0258-35-5714　FAX.0258-35-6341

TEL.0258-35-5714　FAX.0258-35-6341

TEL.0258-35-5715　FAX.0258-35-5776

保 証 第 一 課

保 証 第 二 課

管 理 課

担当区域
●保証第一課
長岡市、見附市

●保証第二課
柏崎市、小千谷市、十日町市、
魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村

E-mail:nagaoka@niigata-cgc.or.jp

E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

●イオン県央店

●
リサーチコア 上

越
新
幹
線

国道289号線

燕
三
条
駅北

陸
自
動
車
道

国
道
8
号
線

三条燕ICN

燕三条地場産業
振興センター
メッセピア2F

〒955-0092 三条市須頃1丁目17番地
 （燕三条地場産業振興センターメッセピア2F）

県央支店

●

●

TEL.0256-33-6661　FAX.0256-33-6622

TEL.0256-33-6662　FAX.0256-33-6802

保 証 課

管 理 課

担当区域
三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

●

●

E-mail:kanri@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5144　FAX.025-210-5171

TEL.025-210-5145　FAX.025-210-5171

管理調整部
管 理 総 括 課

代 位 弁 済 課

●

●

●

TEL.025-210-5151　FAX.025-210-5172

TEL.025-210-5152　FAX.025-210-5173

TEL.025-210-5153　FAX.025-210-5174

保 証 第 一 課

保 証 第 二 課

管 理 課

本店営業部 E-mail:eigyobu@niigata-cgc.or.jp

●

●

●

TEL.025-210-5141　FAX.025-210-5170
E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5142　FAX.025-210-5170
E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp

TEL.025-210-5143　FAX.025-210-5170
E-mail:hosho-g@niigata-cgc.or.jp

保 証 総 括 課

保 証 審 査 課

企 業 支 援 課

保証推進部

長岡市立
互尊文庫

山三商事

●長岡郵便局

北越銀行本店
大手通り

表
町
通
り

本
町
通
り

●

明治公園●●

●

リナシエビル

N
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株式会社スタジオジャパホ
代表取締役 塚田 卓弥 氏（中央）

他社員の皆さん
■ shimpoに聞いてみよう!「新長岡支店事務所」
■感じるにいがた「株式会社スタジオジャパホ」
■信用保険対象外業種の変更について　他

〒951-8640
新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）
TEL 025-210-5132　 ＦＡＸ 025-210-5160
E-mail：kikaku@niigata-cgc.or.jp
URL http://www.niigata-cgc.or.jp

保証にいがた2020年（令和２年）７月
発行／新潟県信用保証協会
編集／企画総務部 経営企画課

新潟　信用保証 検　索

中小企業とともに歩む身近なパートナー

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。

新潟県信用保証協会

半額補助全額補助

 5%以上

 15%以上
個人事業主（小規模※以外）・法人

個人事業主（小規模※）

売上高等減少率

売上高等減少率

詳しくは裏面を
ご覧ください。

「3年間の実質無利子」
対象条件

「信用保証料ゼロ」
対象条件

次に該当している場合、当初３年間は無利子となります。

新潟県セーフティネット資金
経営支援枠

3年間の実質無利子・信用保証料ゼロ

（コロナ対応実質無利子融資）

減
少

 5%以上15%未満
個人事業主（小規模※以外）・法人

売上高等
減少率

減
少

減
少

個人事業主（小規模※）

売上高等減少率

個人事業主（小規模※以外）・法人

売上高等減少率

次に該当している場合、信用保証料の補助があります。

 5%以上
減
少

 15%以上
減
少

全
額
補
助

半
額
補
助

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等の資金繰りをさらに
支援するため、「新潟県セーフティネット資金経営支援枠（コロナ対応実質無
利子融資）」が創設されました。

※小規模の範囲：常時使用する従業員が20名以下（宿泊業及び娯楽業以外の商業・サービス業については5名以下）

令和2年6月13日から

4,000万円
に限度額引き上げ

創業等関連保証 創業関連保証

運転資金、設備資金（土地の取得資金を除く。また、県内設置に限る）、
既往借入金 （原則として、保証協会の保証付融資に限る）の返済資金（借換資金）

年0.85％

4,000万円

10年以内（据置期間５年以内） ※危機関連保証であっても据置５年可能

●３年以内：年1.15％  ●３年超５年以内：年1.35％  ●５年超７年以内：年1.55％  ●７年超10年以内：年1.75％

融 資 対 象 者

資 金 使 途

融 資 期 間

保 証 限 度 額

信用保証料率

貸 付 利 率

県内に事業所を有する中小企業者であり、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、
セーフティネット保証４号・５号、危機関連保証の認定を受けた方

100%保証(責任共有対象外)…セーフティネット保証４号及び危機関連保証の認定を受けている場合
80%保証(責任共有対象)…セーフティネット保証５号の認定を受けている場合

▲ 県税の納税証明書▲ セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号又は危機関連保証に係る市町村長の認定書▲ 経営者保証免除対応を適用する場合…「経営者保証免除対応確認書」

原則として、法人代表者を除いては、保証人を徴求しない

保 証 割 合

担 　 　 保

令和２年6月１3日～令和２年12月31日保証申込受付分
（注）令和３年１月31日までに貸付実行することが必要です。　

取 扱 期 間

取扱金融機関は据置期間が1年を超える場合、据置期間中モニタリングを行い、半年に一度、信用保証協会に対し
報告が必要になります。ただし、令和2年12月31日までは、当該報告を猶予することができます。モニタリング

保 証 人

原則として均等分割返済（融資期間１年以内の場合、一括返済可能）返 済 方 法

添 付 書 類

無担保（既設定根抵当権を除く）

全額補助

当初3年間は実質無利子

全額補助

当初3年間は実質無利子

半額補助

※「借換資金」について
（1）次の①又は②の保証を、責任共有対象外となる本制度の保証で借換することができます。
　  ①令和2年1月29日以降から、本制度取扱開始日前日までに貸付実行された責任共有の対象となる保証。
　  　（注）令和2年1月29日前に貸付実行した、責任共有対象保証の責任共有対象外保証による借換は原則禁止となります。
　  ②責任共有の対象となる本制度の保証。

（2）次に掲げる場合を除き、本制度の保証を本制度の保証で借換えることはできないものとします。
　  ①責任共有制度の対象となる本制度の保証を、責任共有制度対象外となる本制度の保証で借換える場合。
　  ②法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を、経営者保証免除対応を適用した本制度の保証で借換える場合。

●審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。

新潟 信用保証 2020.6

新潟県セーフティネット資金経営支援枠（コロナ対応実質無利子融資）

お問い合わせ・ご相談はお近くの新潟県信用保証協会へ

本店営業部

☎025-210-5151
保証第一課

長岡支店

☎0258-35-5714
保証第一課、保証第二課

県央支店

☎0256-33-6661
保証課

上越支店

☎025-523-7225

佐渡支店

☎0259-57-2011
☎025-210-5152

保証第二課

個人事業主（小規模）
［ 売上高等減少率  ５%以上 ］

個人事業主（小規模以外）・法人
［ 売上高等減少率  １５%以上 ］

個人事業主（小規模以外）・法人
［ 売上高等減少率  ５%以上1５%未満 ］

（注）認定書の種類ではなく、認定書上に記載された減少率により判定します。

【経営者保証の免除について】
次の①及び②を満たす場合に、信用保証料率に0.20％上乗せすることで、経営者保証を免除することができます。
①直近の決算書が資産超過であること 。
②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の
　資金のやりとりについて、社会通念上適切な範囲を超えていないこと。

本店営業部

毎週火曜日（祝・祭日は除く） 午後8時まで ［場所：古町ルフル7階］

新潟県信用保証協会
中小企業とともに歩む身近なパートナー

025-210-5152
025-210-5151保証第一課

保証第二課

〒951-8640 新潟市中央区古町通7番町1010番地（古町ルフル7・8階）
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